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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定時点における平均総受信電力に基づいて、受信可能な電力の範囲を変更するように
構成されている受信電力範囲変更部と、
　次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局として１つ
の移動局を決定し、決定された該移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報を
決定するように構成されているスケジューリング部と、
　スケジューリング対象の移動局を切り替える際に、現在の時間スロットにおけるスケジ
ューリング対象の第１移動局に対して、前記次のスケジューリング割り当て区間において
高速上り通信用個別データチャネルを介したデータ信号の送信を停止するように指示する
スケジューリング許可情報を送信し、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケ
ジューリング対象の第２移動局に対して、前記スケジューリング部によって決定されたス
ケジューリング許可情報を送信するように構成されているスケジューリング許可情報送信
部とを具備し、
　前記スケジューリング部は、前記高速上り通信用個別データチャネルを介してデータ信
号を受信していない場合の前記受信可能な電力の範囲の変更特性、前記次の時間スロット
におけるスケジューリング対象の移動局に対して送信すべき前記スケジューリング許可情
報の算出時点と該次の時間スロットの開始時点との時間差、及び、予測した前記次のスケ
ジューリング割り当て区間の開始時点における前記受信可能な電力の範囲に基づいて、該
次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局に対して送信
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すべき前記スケジューリング許可情報を決定するように構成されていることを特徴とする
無線基地局。
【請求項２】
　前記スケジューリング部は、予測した前記次のスケジューリング割り当て区間の開始時
点における前記受信可能な電力の範囲の上限値に対応するスケジューリング許可情報を、
該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局に対して送
信すべき前記スケジューリング許可情報とするように構成されていることを特徴とする請
求項１に記載の無線基地局。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線基地局に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰにおいて、「ＥＵＬ（Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ）」或いは「ＨＳＵＰ
Ａ（Ｈｉｇｈ-Ｓｐｅｅｄ　Ｕｐｌｉｎｋ　Ｐａｃｋｅｔ　Ａｃｃｅｓｓ）」と呼ばれる
高速上り通信が規定されている。
【０００３】
　ＥＵＬでは、移動局ＵＥが、無線基地局ＮｏｄｅＢに対して、高速上り通信用データチ
ャネル（Ｅ-ＤＰＤＣＨ：Ｅｎｈａｎｃｅｄ-Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄ
ａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）を介して、データ信号（ＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵ）を送信するよう
に構成されている。
【０００４】
　具体的には、ＥＵＬでは、無線基地局ＮｏｄｅＢが、各時間スロット（ＴＴＩ：Ｔｒａ
ｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　Ｔｉｍｅ　Ｉｎｔｅｒｖａｌ）におけるスケジューリング対象の移
動局ＵＥを決定し、かかるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して、スケジューリン
グ許可情報（ＡＧ：Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ、ＲＧ：Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎ
ｔ）を送信するように構成されている。
【０００５】
　そして、各時間スロットにおけるスケジューリング対象の移動局ＵＥは、Ｅ-ＤＰＤＣ
Ｈを介して、無線基地局ＮｏｄｅＢから受信したスケジューリング許可情報（ＡＧ）に対
応するサイズ（ＴＢＳ：Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｂｌｏｃｋ　Ｓｉｚｅ）のＭＡＣ-ｅ　Ｐ
ＤＵを送信するように構成されている。
【０００６】
　ここで、各時間スロットにおけるスケジューリング対象の移動局ＵＥは、かかるＡＧに
対応する「Ｅ-ＤＰＤＣＨと一般上り通信用個別制御チャネル（ＤＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）との送信電力比（或い
は、送信振幅比）」に基づいて決定された送信電力（送信振幅）によって、Ｅ-ＤＰＤＣ
Ｈを介してＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを送信するように構成されている。
【０００７】
　また、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬでは、１つの移動局ＵＥのみが、
各スケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥとなるよう
に構成されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】３ＧＰＰ　ＴＳ２５.３０９　Ｖ６.５.０、２００５年１２月
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　しかしながら、上述の「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬにおいて、無線基
地局ＮｏｄｅＢが、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際、どのようなスケ
ジューリング許可情報（ＡＧ）を送信すべきかについて決定されていないという問題があ
った。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒ
ａｔｅ」方式のＥＵＬにおいて、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、
次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して
適切なスケジューリング許可情報を通知することができる移動通信方法及び無線基地局を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の特徴は、無線基地局であって、所定時点における平均総受信電力に基づ
いて、受信可能な電力の範囲を変更するように構成されている受信電力範囲変更部と、次
のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局として１つの移
動局を決定し、決定された該移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報を決定
するように構成されているスケジューリング部と、スケジューリング対象の移動局を切り
替える際に、現在の時間スロットにおけるスケジューリング対象の第１移動局に対して、
前記次のスケジューリング割り当て区間において高速上り通信用個別データチャネルを介
したデータ信号の送信を停止するように指示するスケジューリング許可情報を送信し、該
次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の第２移動局に対して
、前記スケジューリング部によって決定されたスケジューリング許可情報を送信するよう
に構成されているスケジューリング許可情報送信部とを具備し、前記スケジューリング部
は、予測した前記次のスケジューリング割り当て区間の開始時点における前記受信可能な
電力の範囲に基づいて、該次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング
対象の移動局に対して送信すべき前記スケジューリング許可情報を決定するように構成さ
れていることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１２】
　以上説明したように、本発明によれば、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬ
において、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、次のスケジューリング
割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して適切なスケジューリン
グ許可情報を通知することができる移動通信方法及び無線基地局を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る無線基地局が、次のＴＴＩにおけるスケジューリ
ング対象の移動局に対して送信すべきスケジューリング許可情報について説明するための
図である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられるＡＧインデックス
と送信電力比との対応表の一例を示す図である。
【図５】本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムにおける無線基地局の動作を示
すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成）
　図１乃至図４を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの構成につ
いて説明する。
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【００１５】
　図１に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、無線基地局ＮｏｄｅＢと移
動局ＵＥとの間で、ＥＵＬを提供することができるように構成されている。
【００１６】
　すなわち、本実施形態に係る移動通信システムでは、無線基地局ＮｏｄｅＢと移動局Ｕ
Ｅとの間で、下りチャネルとして、絶対的許可チャネル（Ｅ-ＡＧＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ａｂ
ｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や相対的許可チャネル（Ｅ-ＲＧＣＨ：Ｅ-
ＤＣＨ　Ｒｅｌａｔｉｖｅ　Ｇｒａｎｔ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等が設定可能であり、上りチ
ャネルとして、高速上り通信用データチャネル（Ｅ-ＤＰＤＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ｄｅｄｉｃ
ａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｄａｔａ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や高速上り通信用制御チャネ
ル（Ｅ-ＤＰＣＣＨ：Ｅ-ＤＣＨ　Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏ
ｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）や上り制御チャネル（ＤＰＣＣＨ：Ｄｅｄｉｃａｔｅｄ　Ｐｈｙｓ
ｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｃｈａｎｎｅｌ）等が設定可能である。
【００１７】
　ここで、無線基地局ＮｏｄｅＢは、移動局ＵＥによってＥ-ＤＰＤＣＨを介して送信さ
れた１つ又は複数の固定サイズのＭＡＣ-ｄ　ＰＤＵを含むＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信する
ように構成されている。
【００１８】
　図２に示すように、無線基地局ＮｏｄｅＢは、ＲＴＷＰ（ＲＴＷＰ：Ｒｅｃｅｉｖｅｄ
　Ｔｏｔａｌ　Ｗｉｄｅｂａｎｄ　Ｐｏｗｅｒ）測定部１１と、ＡＧＣ（Ａｕｔｏ　Ｇａ
ｉｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）制御部１２と、スケジューリング部１３と、スケジューリング許
可情報送信部１４とを具備している。
【００１９】
　ＲＴＷＰ測定部１１は、無線基地局ＮｏｄｅＢにおけるＲＴＷＰを測定し、所定時点に
おける平均ＲＴＷＰを算出するように構成されている。
【００２０】
　なお、図３に示すように、平均ＲＴＷＰは、ＥＵＬのスケジューリング対象の移動局Ｕ
Ｅから受信した信号の平均受信電力Ｐ１や、その他の平均受信電力Ｐ２（ＥＵＬのスケジ
ューリング対象の移動局ＵＥ以外から受信した信号の受信電力や雑音電力等の平均値）の
和である。
【００２１】
　また、ＲＴＷＰ測定部１１は、忘却係数を用いて、所定時点における平均ＲＴＷＰを算
出してもよいし、所定時点よりも過去の所定期間を平均化区間として、所定時点における
平均ＲＴＷＰを算出してもよい。
【００２２】
　ＡＧＣ制御部１２は、所定時点における平均総受信電力に基づいて、無線基地局Ｎｏｄ
ｅＢにおいて受信可能な電力の範囲（すなわち、ＡＧＣにおいて追従可能な電力の範囲）
を変更するように構成されている。
【００２３】
　例えば、図３に示すように、ＡＧＣ制御部１２は、ｔ１における平均ＲＴＷＰに基づい
て、ｔ１における受信可能な電力の範囲を決定し、ｔ２における平均ＲＴＷＰに基づいて
、ｔ２における受信可能な電力の範囲を決定するように構成されている。
【００２４】
　スケジューリング部１３は、次のＴＴＩ（ＨＡＲＱプロセス）におけるスケジューリン
グ対象の移動局ＵＥを決定し、決定された移動局ＵＥに対して送信すべきスケジューリン
グ許可情報（ＡＧ：Ａｂｓｏｌｕｔｅ　Ｇｒａｎｔ）を決定するように構成されている。
　具体的には、スケジューリング部１３は、「Ｔｉｍｅ　ａｎｄ　Ｒａｔｅ」方式のＥＵ
Ｌに対応して、各ＴＴＩにおけるスケジューリング対象の移動局ＵＥを１つだけ決定する
ように構成されている。
【００２５】
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　また、図３に示すように、スケジューリング部１３は、予測した次のスケジューリング
割り当て区間の開始時点ｔ２における受信可能な電力の範囲に基づいて、次のスケジュー
リング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対して送信すべき
スケジューリング許可情報（ＡＧ）を決定するように構成されている。
【００２６】
　例えば、スケジューリング部１３は、時点ｔ２においてスケジューリング対象の移動局
を切り替える場合、時点ｔ２における受信可能な電力の範囲の上限値Ｘに対応するスケジ
ューリング許可情報（ＡＧ）を、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジュー
リング対象の移動局ＵＥ＃２に対して送信すべきスケジューリング許可情報（ＡＧ）とす
るように構成されていてもよい。
【００２７】
　ここで、無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥは、図４に示すような対応表を管理して
いる。かかる対応表は、図４に示すように、「Ｅ-ＴＦＣＩ（Ｅ-ＤＣＨ　Ｔｒａｎｓｐｏ
ｒｔ　Ｆｏｒｍａｔ　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎ　Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）」と「送信電力比
」とを対応付けるように構成されている。
【００２８】
　ここで、「Ｅ-ＴＦＣＩ」は、ＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵのＴＢＳを規定するインデックスであ
り、「送信電力比」は、Ｅ-ＤＰＤＣＨとＤＰＣＣＨとの送信電力比（或いは、送信振幅
比）を示すものである。なお、ＤＰＣＣＨの送信電力は、無線基地局ＮｏｄｅＢと移動局
ＵＥとの間の送信電力制御によって変更されるように構成されている。　各ＴＴＩにおけ
るスケジューリング対象の移動局ＵＥは、Ｅ-ＤＰＤＣＨを介して、自身が記憶している
許可値（ＳＧ：Ｓｃｈｅｄｕｌｉｎｇ　Ｇｒａｎｔ）に対応するサイズ（ＴＢＳ）のＭＡ
Ｃ-ｅ　ＰＤＵを、かかる許可値（ＳＧ）に対応する送信電力比によって決定される送信
電力（或いは、送信振幅比）で送信するように構成されている。
【００２９】
　なお、各移動局ＵＥによって記憶されている許可値（ＳＧ）は、各移動局ＵＥにおいて
受信されたスケジューリング許可情報（ＡＧ）によって更新されるように構成されている
。
【００３０】
　また、スケジューリング部１３は、Ｅ-ＤＰＤＣＨを介してＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信し
ていない場合の受信可能な電力の範囲の変更特性、及び、次のスケジューリング割り当て
区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対して送信すべきスケジューリン
グ許可情報（ＡＧ）の算出時点と次のスケジューリング割り当て区間の開始時点ｔ２との
時間差に基づいて、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の
移動局ＵＥ＃２に対して送信すべきスケジューリング許可情報（ＡＧ）を決定するように
構成されていてもよい。
【００３１】
　ここで、Ｅ-ＤＰＤＣＨを介してＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信していない場合の受信可能な
電力の範囲の変更特性は、Ｅ-ＤＰＤＣＨを介してＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信していない場
合の受信可能な電力の範囲の減少幅（ｄＢ/ｓ）であり、図３に示す直線Ｌの傾きに対応
する。なお、かかる変更特性は、ＡＧＣ制御部１１の時定数によって規定されるものであ
る。
【００３２】
　また、図３において、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対
象の移動局ＵＥ＃２に対して送信すべきスケジューリング許可情報（ＡＧ）の算出時点を
「ｔｃ」とすると、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の
移動局ＵＥ＃２に対して送信すべきスケジューリング許可情報（ＡＧ）の算出時点と次の
スケジューリング割り当て区間の開始時点ｔ２との時間差は「ｔ２－ｔｃ」となる。
【００３３】
　なお、図４の例では、予測した次のスケジューリング割り当て区間の開始時点ｔ２にお
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ける受信可能な電力の範囲の上限値Ｘ（図３における「Ｘ」）内で、Ｅ-ＤＰＤＣＨ受信
電力分として許容可能な電力に対応する送信電力比が、「（１６８/１５）２×６」であ
る場合、スケジューリング部１３は、「（１６８/１５）２×６」よりも小さい最大の「
送信電力比＝（１６８/１５）２×６」に対応する「Ｅ-ＴＦＣＩ＝１２５」によって特定
されるスケジューリング許可情報（ＡＧ）を、予測した次のスケジューリング割り当て区
間の開始時点ｔ２における受信可能な電力の範囲の上限値Ｘに対応するスケジューリング
許可情報（ＡＧ）とするように構成されていてもよい。
【００３４】
　スケジューリング許可情報通知部１４は、Ｅ-ＡＧＣＨを介して、各ＴＴＩにおけるス
ケジューリング対象の移動局ＵＥ（すなわち、無線基地局ＮｏｄｅＢ配下のセルをサービ
ングセルとするサービング移動局）に対して、スケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信
するように構成されている。
【００３５】
　なお、スケジューリング許可情報通知部１４は、スケジューリング対象の移動局ＵＥを
切り替える際に、現在のＴＴＩにおけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ（第１移動局
）に対して、次のＴＴＩにおいてＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵの送信を停止するように指示する「
Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ（スケジューリング許可情報）」を送信し、次のスケジューリング
割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ（第２移動局）に対して、スケ
ジューリング部１３によって決定されたスケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信するよ
うに構成されている。
【００３６】
　図３の例では、無線基地局ＮｏｄｅＢは、時刻ｔ１において、スケジューリング対象の
移動局ＵＥを移動局ＵＥ＃１から移動局ＵＥ＃２に切り替えることを決定した後、次のＴ
ＴＩにおいて、移動局ＵＥ＃１に対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送信し、時刻ｔｃに
おいて、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ
＃２に対して、スケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信し、時刻ｔ２において、スケジ
ューリング対象の移動局ＵＥ＃２との間でＥＵＬを開始する。
【００３７】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの動作）
　図５を参照して、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムで用いられる無線基
地局ＮｏｄｅＢの動作について説明する。
【００３８】
　図５に示すように、ステップＳ１０１において、無線基地局ＮｏｄｅＢは、スケジュー
リング対象の移動局ＵＥを移動局ＵＥ＃１から移動局ＵＥ＃２に切り替えることを決定し
た後、次のＴＴＩにおいて、移動局ＵＥ＃１に対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送信す
る。
【００３９】
　ステップＳ１０２において、無線基地局ＮｏｄｅＢは、図３に示す時刻ｔｃにおいて、
時刻ｔｃにおける平均ＲＴＷＰを算出する。
【００４０】
　ステップＳ１０３において、無線基地局ＮｏｄｅＢは、次のスケジューリング割り当て
区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２との通信の開始時点（図３に示す時
刻ｔ２）における受信可能な電力の範囲を予測し、予測した次のスケジューリング割り当
て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２との通信の開始時点（図３に示す
時刻ｔ２）における受信可能な電力の範囲と、時刻ｔｃにおける平均ＲＴＷＰと、現時点
（図３に示す時刻ｔｃ）と次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング
対象の移動局ＵＥ＃２との通信の開始時点（図３に示す時刻ｔ２）との時間差に基づいて
、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に
対して送信すべきスケジューリング許可情報（ＡＧ）を決定し、Ｅ-ＡＧＣＨを介して送
信する。
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【００４１】
（本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果）
　本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局ＮｏｄｅＢが、
スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、現在のＴＴＩにおけるスケジュー
リング対象の移動局ＵＥに対して「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ」を送信し、次のスケジューリ
ング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥに対して「ＡＧ」を送信す
ることによって、「Ｔｉｍｅ　＆　Ｒａｔｅ」方式のＥＵＬを実現することができる。
【００４２】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局Ｎｏｄｅ
Ｂが、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、次のスケジューリング割り
当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対して、ＡＧＣが追従可能な
電力の範囲外の電力に対応するスケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信し、かかる移動
局ＵＥ＃２からＥ-ＤＰＤＣＨを介して送信されたＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵの復調精度が劣化す
るという事態を回避することができる。
【００４３】
　また、本発明の第１の実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局Ｎｏｄｅ
Ｂが、次のスケジューリング割り当て区間の開始時点におけるＡＧＣが追従可能な電力の
範囲の上限値に対応するスケジューリング許可情報（ＡＧ）を送信するように構成されて
いるため、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替え後のスループットの低下を回避
することができる。
【００４４】
　以上に述べた本実施形態の特徴は、以下のように表現されていてもよい。
【００４５】
　本実施形態の第１の特徴は、無線基地局ＮｏｄｅＢであって、所定時点における平均Ｒ
ＴＷＰ（平均総受信電力）に基づいて、受信可能な電力の範囲を変更するように構成され
ているＡＧＣ制御部１２と、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリン
グ対象の移動局ＵＥとして１つの移動局を決定し、決定された移動局ＵＥに対して送信す
べきＡＧ（スケジューリング許可情報）を決定するように構成されているスケジューリン
グ部１３と、スケジューリング対象の移動局ＵＥを切り替える際に、現在のＴＴＩにおけ
るスケジューリング対象の第１移動局ＵＥ＃１に対して、次のスケジューリング割り当て
区間においてＥ-ＤＰＤＣＨ（高速上り通信用個別データチャネル）を介したＭＡＣ-ｅ　
ＰＤＵ（データ信号）の送信を停止するように指示する「Ｚｅｒｏ　Ｇｒａｎｔ（スケジ
ューリング許可情報）」を送信し、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジュ
ーリング対象の第２移動局ＵＥ＃２に対して、スケジューリング部１３によって決定され
た「ＡＧ（スケジューリング許可情報）」を送信するように構成されているスケジューリ
ング許可情報送信部１４とを具備し、スケジューリング部１３は、予測した次のスケジュ
ーリング割り当て区間の開始時点における受信可能な電力の範囲に基づいて、次のスケジ
ューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対して送信す
べきＡＧを決定するように構成されていることを要旨とする。
【００４６】
　本実施形態の第１の特徴において、スケジューリング部１３は、予測した次のスケジュ
ーリング割り当て区間の開始時点における受信可能な電力の範囲の上限値に対応するＡＧ
を、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２
に対して送信すべきＡＧとするように構成されていてもよい。
【００４７】
　本実施形態の第１の特徴において、スケジューリング部１３は、Ｅ-ＤＰＤＣＨを介し
てＭＡＣ-ｅ　ＰＤＵを受信していない場合の受信可能な電力の範囲の変更特性、及び、
次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動局ＵＥ＃２に対
して送信すべきＡＧの算出時点と次のスケジューリング割り当て区間の開始時点との時間
差に基づいて、次のスケジューリング割り当て区間におけるスケジューリング対象の移動
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【００４８】
　なお、上述の無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥの動作は、ハードウェアによって実
施されてもよいし、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールによって実施
されてもよいし、両者の組み合わせによって実施されてもよい。
【００４９】
　ソフトウェアモジュールは、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）や
、フラッシュメモリや、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）や、ＥＰＲＯＭ（
Ｅｒａｓａｂｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）や、ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌｅｃｔ
ｒｏｎｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ＲＯＭ）
や、レジスタや、ハードディスクや、リムーバブルディスクや、ＣＤ-ＲＯＭといった任
意形式の記憶媒体内に設けられていてもよい。
【００５０】
　かかる記憶媒体は、プロセッサが当該記憶媒体に情報を読み書きできるように、当該プ
ロセッサに接続されている。また、かかる記憶媒体は、プロセッサに集積されていてもよ
い。また、かかる記憶媒体及びプロセッサは、ＡＳＩＣ内に設けられていてもよい。かか
るＡＳＩＣは、無線基地局ＮｏｄｅＢ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。また、
かかる記憶媒体及びプロセッサは、ディスクリートコンポーネントとして無線基地局Ｎｏ
ｄｅＢ及び移動局ＵＥ内に設けられていてもよい。
【００５１】
　以上、上述の実施形態を用いて本発明について詳細に説明したが、当業者にとっては、
本発明が本明細書中に説明した実施形態に限定されるものではないということは明らかで
ある。本発明は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱するこ
となく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本明細書の記載は、例示
説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
【符号の説明】
【００５２】
ＵＥ…移動局
ＮｏｄｅＢ…無線基地局
１１…ＲＴＷＰ測定部
１２…ＡＧＣ制御部
１３…スケジューリング部
１４…スケジューリング許可情報送信部
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